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新
た
な
町
名
は

「
狛
田
一
丁
目
」、「
狛
田
二
丁
目
」
に
決
定

狛田一丁目 狛田二丁目

　町
で
施
行
中
の
狛
田
駅
東
特
定
土
地
区
画
整
理

事
業
区
域
で
は
、
平
成
31
年
春
に
予
定
し
て
い
る

換
地
処
分
公
告
に
あ
わ
せ
、
区
域
内
の
全
て
の
土

地
の
町
名
地
番
（
住
所
）
を
変
更
し
ま
す
。

　新
町
名
や
丁
割
（
丁
目
が
複
数
に
分
か
れ
る
こ

と
）
に
つ
い
て
は
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
を
基
に
、
精

華
町
町
名
地
番
住
居
表
示
審
議
会
で
審
議
し
、
地

域
の
歴
史
的
背
景
な
ど
も
踏
ま
え
、
分
か
り
や
す

く
な
じ
み
や
す
い
名
称
と
し
て
「
狛
田
一
丁
目
」、

「
狛
田
二
丁
目
」
が
適
当
で
あ
る
な
ど
の
答
申
を

受
け
、
町
が
提
案
し
町
議
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ

ま
し
た
。

　新
た
に
町
名
や
丁
割
、
地
番
を
設
定
す
る
こ
と

で
、
左
記
の
効
果
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

・ 

地
番
が
規
則
的
に
配
列
さ
れ
る
た
め
、
分
か
り

や
す
く
な
る

・ 

救
急
車
な
ど
の
緊
急
車
両
、
配
達
物
な
ど
の
確

認
が
容
易
に
な
る

・ 

来
訪
者
な
ど
目
的
地
へ
の
到
達
が
容
易
に
な
る

・ 

街
並
み
と
と
も
に
整
理
さ
れ
、
住
み
や
す
い
ま

ち
と
な
る

　対
象
地
区
に
お
住
ま
い
の
方
に
は
、
住
所
変
更

の
通
知
書
や
、
住
所
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
る
各
種

の
手
続
き
方
法
な
ど
の
書
類
を
お
届
け
し
ま
す
の

で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　ま
た
、
正
式
に
住
所
が
切
り
替
わ
る
日
は
、
土
地

区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
の
公
告
日
の
翌
日
か
ら

と
な
り
、
平
成
31
年
４
月
を
目
途
に
し
て
い
ま
す
。

町
名
地
番
に
関
す
る
こ
と

　
　企
画
調
整
課
企
画
係
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　区
画
整
理
事
業
に
関
す
る
こ
と

　
　都
市
整
備
課
区
画
整
理
係
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汚
水
事
業
の
資
本
的
収
支

　資
本
的
収
支
と
は
、
下
水
道
管
布
設
な
ど
の

施
設
改
良
や
布
設
時
に
借
り
入
れ
た
地
方
債
の

償
還
元
金
な
ど
の
収
入
と
支
出
の
こ
と
で
す
。

左
の
グ
ラ
フ
で
は
、
現
在
の
下
水
道
整
備
工
事

が
完
了
予
定
の
、
２
０
２
１
年
（
平
成
33
年

度
）
以
降
、
歳
入
歳
出
総
額
が
大
幅
に
減
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　こ
こ
で
も
歳
出
総
額
が
歳
入
総
額
を
上
回
る

見
通
し
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
見
通
し
を
回
避

す
る
べ
く
、
財
政
負
担
が
大
き
い
地
方
債
償
還

元
金
支
払
の
財
源
確
保
に
努
め
る
必
要
性
が
あ

り
ま
す
。

<
下
水
道
編
３>

精
華
町
の
下
水
道
の
財
政

シ
リ
ー
ズ 

精
華
町
の
上
下
水
道
④

本
町
の
公
共
下
水
道
事
業
で
は
、
来
年
度
か
ら

の
公
営
企
業
化
に
向
け
た
取
り
組
み
に
加
え

て
、
持
続
性
の
あ
る
安
定
経
営
に
向
け
た
調

査
・
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
公
共

下
水
道
事
業
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
ま

す
。今

後
の
公
共
下
水
道
事
業
の
経
営
見
通
し

１
．
汚
水
事
業
の
収
益
的
収
支

　収
益
的
収
支
と
は
、
汚
水
処
理
や
下
水
道
管

の
維
持
管
理
な
ど
下
水
道
の
事
業
活
動
で
発
生

す
る
収
入
と
支
出
の
こ
と
で
、
年
度
内
に
発
生

す
る
す
べ
て
の
収
益
と
そ
れ
に
対
応
す
る
費
用

を
い
い
ま
す
。

　平
成
31
年
度
公
営
企
業
会
計
制
度
導
入
後

は
、
こ
れ
ま
で
の
官
庁
会
計
制
度
に
お
け
る
経

費
に
加
え
て
「
減
価
償
却
費
」
や
「
長
期
前
受

金
戻
入
」
な
ど
の
現
金
支
出
入
を
伴
わ
な
い
経

費
も
含
ま
れ
ま
す
が
、
現
状
の
収
支
構
造
で
す

と
費
用
総
額
が
収
益
総
額
を
上
回
る
見
通
し
と

な
り
ま
す
。

　こ
の
見
通
し
を
回
避
す
る
べ
く
、
財
政
負
担

が
大
き
い
地
方
債
償
還
利
息
の
削
減
や
そ
の
支

払
い
の
財
源
確
保
に
努
め
る
必
要
性
が
あ
り
ま

す
。

収
支
ギ
ャ
ッ
プ
解
消
に
向
け
た
対
策

◆
下
水
道
管
や
下
水
道
施
設
な
ど
の
経
営
資
源

を
効
率
的
・
効
果
的
に
管
理
・
活
用
す
る
た

め
、
４
月
か
ら
下
水
道
事
業
に
地
方
公
営
企
業

法
を
適
用
し
、
公
営
企
業
会
計
制
度
を
導
入
し

ま
す
。

◆
支
出
削
減
に
向
け
た
対
策
と
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
経
費
の
削
減
に
引
き
続
き
努
め
ま
す
。

◆
収
支
ギ
ャ
ッ
プ
の
解
消
に
向
け
た
対
策
と
し

て
、
精
華
町
上
下
水
道
事
業
審
議
会
の
答
申
で

ご
意
見
の
あ
っ
た
下
水
道
使
用
料
の
見
直
し
に

つ
い
て
も
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

上
下
水
道
課
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　経
理
営
業
課
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収支ギャップ
解消

＜あるべき姿＞
事業収益で事業費用
を賄う独立採算で安
定した経営

＜対策＞
　・地方公営企業法の適用
　・収入増に向けた対策
　・経費削減努力
　・使用料収入の見直し

＜問題＞
・汚水処理費を下水道使
用料で賄えていない
・元利償還金の負担が大
きく慢性的な資金不足

＜現状＞
一般会計からの繰入
金や地方債（借金）
に依存した経営
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 減価償却費 　建物や機械
設備などは使用に伴ってその
価値が減少するため、その資
産の耐用年数に応じて分割し
て費用計上することを減価償
却といい、その分割された費
用を減価償却費といいます。

 長期前受金戻入 　資産取
得のために交付された補助金
などについて、減価償却見合
い分を収益化したもので、現
金を伴わない収益を長期前受
金戻入といいます。

　試
験
当
日
は
、
左
表
に
示
す
要
領
で
、
午

前
・
午
後
に
各
２
回
、
計
４
回
の
放
送
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

　休
日
で
の
試
験
と
な
り
、
ま
た
、
場
所
に

よ
っ
て
は
大
き
な
音
が
流
れ
、
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

　町
で
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
へ
一
斉
に
か
つ
瞬

時
に
災
害
情
報
な
ど
を
発
信
で
き
る
よ
う
、
平

成
29
・
30
年
度
の
２
カ
年
か
け
て
防
災
行
政
無

線
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。

　最
終
段
階
の
重
要
な
試
験
の
一
つ
と
し
て
、

同
無
線
の
音
声
試
験
を
２
月
24
日
㈰
に
実
施
し

ま
す
。

　こ
の
音
声
試
験
は
、
実
際
に
ス
ピ
ー
カ
ー
か

ら
音
を
出
す
こ
と
に
よ
り
、
音
の
大
き
さ
な
ど

を
確
認
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
音
の
聞
こ
え
方

や
聞
き
取
り
や
す
さ
な
ど
を
、
人
の
耳
で
聞
く

こ
と
に
よ
り
、
安
定
し
た
音
に
な
る
よ
う
調
整

す
る
も
の
で
す
。

２
月
24
日
㈰
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２月24日（日）

試験放送
予定時間

午前10時30分頃
午前11時30分頃
午後 2 時頃
午後 3 時頃

放送内容

チャイム
「こちらは精華町です。
ただ今、試験放送中です。
以上、試験放送を終わります」
チャイム

※時間は目安であり、前後することがあります

精北小学校に設置したスピーカー

安定経営へのイメージ図

資本的収支（汚水）

収益的収支（汚水）
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防犯・防災
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防犯・防災


